
(別紙1）

(別紙様式第1）
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※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による(可能な限り印影の形状
に沿った形でマスクする｡）。
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89

民事事件記録等閲覧・謄写票（原符） 申 請区分閲覧 ・“写＞・ 複製

受付年月 日 平成○○年○月○日 ちよう用印紙額 円

事件番号

申請人氏名

原符番号

平成○○年（ ワ ）
第○○○○号

○○○○

第○○○○ 号

事件記録等返還

月日 ・事件担
当書記官受領印

事件担当書記官

票受領印

‐q■ロロむつ-つロ ｡‐■

－

⑳
、 ＝一F

※

口担書
口却下
口拒絶

（ ○部○係）



(別紙2）

(別紙様式第2）
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※1申請人が個人の場合,マスキングをする。

※2印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による(可能な限り印影の形状
に沿った形でマスクする｡）。

90

刑事事件記録等閲覧・謄写票（原符）

受付年月 日 平成○○年○月○日

申 請区分

ちよう用印紙額

言｡ ・ 証 拠 物

随］・ 謄 写
円

事件番号

被告人等氏名

平成○○年（ わ ）
第○○○○号

○○○○

事件記録等返還
月日 ・事件担

当書記官受領印

○・○
■。■ー◆●の ●●●●1■－－4■

⑳ ※2

●

申請人氏名

原符番号

弁護士 ※1

第○○○○ 号

事件担当書記官

票受領印 （ ○

｡÷

⑳
ﾏ ■‐→

〆

部

※2

○係）

口担書

口却下

口拒絶



(別紙3）
民事･行政第一審事件簿マスキング例

平成 ○○ 年 （ワ） (表面）

（
ハ

ワ

手
ハ

手
ワ

少
．

少
エ

人

人
ナ

民
事

●

行
ウ行

政
第
一
審
事
件
簿

行
ケ

家
ホ

家
へ

ー

※1印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。
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事件番号 927 928

受 付
受付

区分 ○・○・○ ③ ○・○・○ 移

原 告 Oi '0 ○○
卜

OOOO

被 告 ､OOO○
イ

○○O土○
ず

事 件 名 建物明渡 損害賠償

訴訟の目的の価額 2,345,678円
｡ ｳ F 司 ,■､ 凸堅P

3,456j789円

ちよう用印紙
F マ ー ｡

17,000円 23,000円

関連事件
当庁

○○(D) 1240 基⑤異
当庁

（ ）
基反異

終 局 ○・○・○ ○・○・○

結 果 請求認容 和解

控訴提起･異議申立て
⑬
異

原

③ ○・○・○
控
異
原
被

控
訴
提
起

事件番号

終 局
結 果

○○（ワネ） 77

…却

● ●

下決定取下げ

● ◆

事件送付却下決定取下げ

記録送付 1 冊○・○・○ 冊

控
訴
審

終 局

結 果

上告提起．

受理申立て
終 局
結 果

○・○・○

控訴棄却

提○・○・○

受○・○・○

提 。 ．

受 。 ．

上
告
審

終 局

結 果

上告○・○・○上告棄却

受理○・○・○不受理

卜告 ． ．

受理 ． .

上訴審から記録返還 1冊 ○・○・○ 冊 ． ．

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

備 考 利害関係人株式会社△△

担当部
(添付郵便切手）

受領印
1

（ 7000円）

④ ※’
2

（ 7000円）

⑳ ※’



(別紙3）
民事･行政第一審事件簿マスキング例

平成 ○○ 年 （ワ） (裏面）

へ

ワ

手
ハ

手
ワ

少
．

少
エ

人

民
事
・
行
政
第
一
審
事
件
簿

人
ナ

行
ウ

行
ケ

家
ホ

家
へ

ー

※1印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
※2訴舩当事者である国の機関等の名称は,公にすることにより,国の機関等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがある情報(法5条6号)とは考えられないので,原則として開示する。
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924 925 926

○・○・○ 移 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移

凸

株式会社○○商事 ○O,○○ 独立行政法人○○○○※2

△△株式会社
缶 ■ ゴ

国※2 O○O,○

約束手形金
(手形異議）

損害賠償 建物明渡

4,567,890 円 5,678,901 円
ナ

678,901 円
》
■

28,000 円
〆

34,000 円
●
。
’
り
８
ｒ
■
■
Ｔ
■

V
7.000

車 ▲■ 阜

円

当庁

○○（手ワ） 125
基反⑤

当庁

（ ）
基反異

当庁

（ ）
基反異

○・○・○ □ ■ ■ ■

請求棄却

⑬
異
値
被 ○・○・○

控
異
原
被

■ ■
控
異
原
被

■ □

○○（ワネ） 88 （ ） （ ）

鍾拝霊酌却下決定

｡ ■

取下げ

■ ●

事件送付却下決定取下げ

■ ■

事件送付却下決定取下げ

1 冊○・○・○ 冊 。 。 冊

○・○・○

控訴棄却

□ ●

提○・○・○ 提 ． ． 提 ． .

受 ． ． 受 . ． 受 。 ．

上告○・○・○上告棄却 卜告 . ． 上告 。 ．

受理 ． ． 受理 ． ． 受理 ． .

1冊 ○・○・○ 冊 。 。 冊 . .

○・○・○ ● ● ● ‐●

○・○･O ■ ● ● ■

3
（ 7000円）

⑳※’
( 7000円）

⑳ ※1

（ 7000円）

⑳※’



(別紙4）
民事･行政抗告事件簿マスキング例

平成 ○○ 年 （ラ） (表面）

民
事
・
行
政
抗
告
事
件
簿

へ

ソ

ラ

行
ス
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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事件番号 101 102

受 付
受付

区分 1冊○・○・○ ② 2冊○・○・○ 移

抗 告 人
一々 ■ ｢

○OOO
L Jも 奇

式株●会社QO；

相手方・関係人 ○○OO’

事 件 名
訴訟救助申立却下決定
に対する抗告

売却許可決定に対する
執行抗告

原
審

裁 判 所

事件番号

終 局
結 果

抗告の提起

○○
地 ②

②
○○出

簡

○○（家口） 33

○・○・○

○・○・○

○○（家二） 44

○○
⑬ 支

出

家 簡

○○（ケ） 450

○．・○・○

○・○・○

○○（ソラ） 117

終 局 ○・○・○ ○・○・○

結 果
原決定取消し･自判
(救助付与）

抗告棄却

抗告の提起等

特
再

許

抗
相

抗
相

● ■

● ●

特
再

許

⑰
相

⑥
相

○・○・○

○・○・○

抗
告
提
起

事件番号

終 局

結 果
事件送付却下決定却下命令取下げ

○○（ラク） 1414

⑬却下決定却下命令取下げ

申
立
て

許
可
抗
告

事件番号

終 局

結 果
事件送付不許可決定却下命令取下げ

○○（ラ許） 826

事件送付

記録送付 2冊 ○・○・○ 2冊 ○・○・○

抗
告
審

終 局

結 果

特再 ． ．

許 。 。

特再○・○・○棄却

許 。 。

備 考

基本事件○○(家ホ） 55

担当部
(添付郵便切手）

受領印
1

（ 5000円）

⑳※
L1 ＝

2
( 3000円）

⑳ ※
ー



(別紙4）

民事･行政抗告事件簿マスキング例

平成 ○○ 年 （ラ） (裏面）

民
事

●

行
政
抗
告
事
件
簿

へ

ソ

ラ

行
ス

ー

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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98 99 100

1冊○・○・○ 移 2冊○・○・○ 移 1冊○・○・○ 移

:株式会社○○

OOOO
』 q + 、 , － 午 圭 J

ﾛ ｰ 7

有限会社○○
■ 、一一一一 十 F 』 ■一

嫁或会社O○ど
■ ● 二心 空 口晶凸 F p

OOOiO
ﾔ D L一一戸

○○社団法人
● わ

○○株式会社 ○○O○

移送決定申立却下
に対する抗告

訴訟費用額確定処分に対する
異議申立却下決定

債権仮差押命令申立却下決定
に対する抗告

○○
⑯ 支

出

家 簡
○○
⑬ 支

出

家 簡
○○
⑯ 支

出

家 簡

○○（モ） 422 ○○（モ） 430 ○○（ヲ） 27

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

○・○・○

○○（ソラ） 66
○・○・○

○○（ソラ） 860
○・○・○

○○（ソラ） 54

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

抗告棄却 抗告棄却 抗告棄却

特
再 管 ○・○・○ 特

再 雷 ○・○・○ 特
再
抗
相

許 （ う
目 ○・○・○ 許

抗
相 許

抗
相

○○（ラク） 77

⑳却下決定却下命令取下げ 事件送付却下決定却下命令取下げ 事件送付却下決定却下命令取下げ

○○（ラ許） 88 ○○（ラ許） 1290

○・○・○

事件送付不許可決定却下命緬耐 事件送付守許可決定却下命令取下げ 事件送付不許可決定却下命令取下げ

2冊 ○・○・○ 3冊 ○・○・○ 2冊 ○・○・○

特再○・○・○棄却 特再○・○・○棄却 特再 。 。

許 。 。 許 。 。 許 ｡ 。

基本事件平成○○年(ワ） 201 号 基本事件平成OO年(5) 1770号

3
（ 2400 円）

⑳ ※
、 鼻

4
（ 1050 円）

⑳ ※
5

( 4500 円）

⑳ ※
弓一



(別紙5）

非訟･民事雑.執行雑.行政雑等事件簿マスキング例

(表面）平成 ○○年 （モ）

（
チ
・
上
・
借

借
チ

シ

配
チ

仲
・
サ
・
モ
・
ウ

非
訟

人
モ

●

人
ウ民

事
雑
．
執
行
雑

ヲ

行
ク

行
タ●

行
政
雑
等
事
件
簿

る
・
む
・
て

家
ロ
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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事件番号 1015 1016 1017

受 付
受付

区分 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移

申 立 人 ○○信用組合
－ $ ﾛ 0

, 伊凸 " 子

有限会社○○
牟 旦 屯､ . 己 ､岸 . 恥 ｡

OO○○

○OOO
｡ 9 ､ ←

被申 立人 ○○O○ ○○株式会社
｡ ■ し.

４
１ ○O○○

事 件 名 担保取消決定の申立て 手数料還付の申立て 移送の申立て

ちよう用印紙 － 円 一 円 － 円

基本事件 ○○(ヨ） 38 合 ○○(ワ） 39 ③ ○○(ワ） 40 ④

終 局 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

結 果 認容決定 認容決定 却下

抗告提起･異議申立て 申
申
被 銀 ○・○・○

抗
告
提
起

事件番号

局
果

終
結

● ■

事件送付却下決定取下げ

● ●

事件送付却下決定取下げ

○○(ソラ） 410

○・○・○

鰯却下決定取下げ

記録送付 冊 。 。 冊 。 。 1 冊○・○・○

抗
告
審

終 局

結 果

○・○・○

抗告棄却

上訴審から記録返還 冊 冊 2冊○・○・○

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印
1

（ 160円）

⑳
、ザ一J

※
2

（ 一 円）

⑳ ※
■■ 寺

3
（ －円）

⑳
'"

※



(別紙5）
非訟･民事雑．執行雑･行政雑等事件簿マスキング例

(裏面）平成 ○○年 （モ）

（
チ
・
上

借
・
借
チ

シ

配
チ

仲
・
サ
・
モ

ウ
・
人
モ

非
訟

●

人
ウ
・
ヲ
・
行
ク

民
事
雑
．
執
行
雑
．
行
政
雑
等
事
件
簿

行
タ
・
る

む
・
て
・
家
ロ
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく､印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。
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1011 1012 1013 1014

○・○・○ 移 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移 ○・○・○ 移

』 一q守 一 q ◇ ◇

iOO株式会社 0 ○○O0
■ L － F

○○OO
己 ” ｡

O:○O○

‘有限会社○○ ○○○○ O○O○ ●■■■■■■

移送の申立て 担保取消決定の申立て 文書提出命令申立て 移送の申立て

一 円 － 円 一 円 一 円

○○(ワ） 65 合 ○○(ヨ） 74 合 ○○(ワ） 83 ② ○○(ワ） 92 ④

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

認容決定 認容決定 認容決定 却下

申

⑬
○・○・○ 申

申
被

申

鹸 ○・○・○

○○(ソラ） 188 ○○(ソラ） 277

○・○・○

細却下決定取下げ

● ●

事件送付却下決定取下げ

■ ■

事件送付却下決定取下げ

○・○・○

鰯却下決定取下げ

1 冊○・○・○ 冊 ． 。 冊 。 。 1 冊○・○・○

○・○・○

抗告棄却

○・○・○

抗告棄却

2冊○・○・○ 冊 冊 2冊○・○・○

1
（ 160円）

④※
一ニダ

1
（ 160円）

⑳
、一

※

2
（ －円）

⑳
早一

※
3

（ －円）

⑳ ※
豆や一



(別紙6）
刑事公判請求事件簿マスキング例

（表面）

裏面記載省略

平成 ○○ 年 （わ）

事件番号 421 422

’’’
③正不
強移

③正不
強移

受付
区分

○・○・○受 付 ○・○・○

勾別求保宅放刑

○○株式会社
②別求保宅放刑

○○○○
被
洋
一
ロ 人

廃棄物の処理及び

清掃に閨する法律違反
覚せい剤取締法違反

事 件 名

終 局 ○・○・○○・○・○

’

懲役2年

未決100日算入
罰金200万円結 果※’

’

｡ 。 ｜
○・○・○

。 ’
○・○・○

墳

鱈弊○・○・○
棲

錘篝○・○・○控訴申立て 取下げ

録送記 付 2冊 5 冊

○・○・○ ○・○・○
一一控

訴
審
一
上
告
審

終 局

結 果※’

－－

控訴棄却(判決）

当審訴訟費用全部負担

’

控訴棄却(判決）

■■■■h■■■■■－

’
検

③弁○・○・ ○
~上告申立て 取下げ

震

鍾弁○・○・○

○・○・○

上告棄却決定

当審訴訟費用全部負担

○・○ 。○
終 局

結 果※’ 上告棄却決定

趣~喜勤 上鯨の繍
放緊

麺5~画 上鱸の 取下げ確 定 事 由

確 定 ○・○・○○・○・○

刑
事
公
判
請
求
事
件
簿

上訴審からの記録返還 3冊○・○・○ 7冊○”○・○

検察庁に記録送付 3冊○・○・○ 7冊○・○・○

平成○年○月○日

上告棄却決定に対する異議申立

平成○年○月○日

異議申立棄却決定

平成○年(わ） 513号を併合 へ

ろ

備 考 わ

逮捕状,勾留状受領

勾留満了○年○月○日

の
ー

弁選受領

’ ’担当部 受領印 ④※21 ⑳※22

マスキングが複数行にわたる場合は,被告人に有罪認定されたと推定されるため.枠全体をマスキングする。
印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
(可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

１
２
※
※
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(別紙7）
刑事抗告等事件簿マスキング例

（表面）

裏面記載省略

平成 ○○ 年 （<）

刑
事
抗
告
等
事
件
簿

へ

く

け
・
秩
ほ

秩
へ
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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事件番号 794 795 796

受 付 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

申立人等

③被弁付法少

○○○○

検被④付法少

○○○○

検被弁付法②

F - や ● G

OOO:01 ;
■ ■も J = ▲ ■ 』 』

事件名 保釈許可決定に

対する抗告の申立て

q

保釈請求却下決定に

対する抗告の申立て

l p A

第一種少年院送致決定
に対する抗告の申立て

４
１
も

４
勺

● 牛

被告人等 ○○○○ ○○○○

原
審

裁判所

事件番号

終 局

結 果

⑬

○○家○○

簡

支

○○(む） 1192

○・○・○ 決定

○・○・○ 申立

O･O･O意見

○○

⑬

家
簡

支

○○(む） 894

○・○・○ 決定

○・○・○ 申立

O･O･O意見

地

○○②

簡

支

○○(少） 710

○･O･O 決定

○・O･O ′申立

○・○・○意見

終 局 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

結 果 棄;却 棄却 棄却

特別抗告申立て ○・○・○

記録送付 ○・○・○

告
審
等

特
別
抗

終 局

結 果

○・○・○

棄却

上訴審から記録返還 2冊○・○・○

原審に記録返還 1冊○・○・○ ク冊○・○・○ 3冊○・○・○

備 考

平成○年○月○日

検察官に通知

平成○年○月○日

検察官に通知

担当部 受領印 6 ②※ 7 ② ※ 8 ⑨※
ー



(別紙8）

刑事等雑事件簿マスキング例

（表面）

裏面記載省略

平成 ○○ 年 （む）

へ

い
■

こ

な
・
え
・
や
・
る
・
む
・
て
・
少
口

刑
事
等
雑
事
件
簿

少
ホ
・
医
に
）

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。
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事件番号 32 33 34

受 付 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

請求者等
検被⑤

○○○○

検霞弁

○○○○

③被弁

○○○○

事件名 保釈請求 保釈請求
ｈ
〃

f ； ･ f .1;
保釈許可決定
一ヌ ． 1 ” 1 ; ;上． ‐

基
本
事
件

事件番号

被告人

少 年
被疑者
対象者

○○(わ） 61

○○○○

○○(わ） 125

○○○○

○○(わ） 89

○○○○

終 局 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

結 果 許可決定 保釈請求却下 棄却

不服申立て
抗
異
翠

検被弁 ⑤
異
準

検③弁

○・○・○

抗
異
準

検被弁

記録送付 ○・○・○

上
訴
審

終 局

結 果

○・○・○

棄却

上訴審からの記録返還 ○・○・○

検察庁等に記録送付

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

備 考

身柄引受害,誓約書，

平成○年○月○日

保鉦金150万円

平成○年○月○日

高裁より記録受領

(第一審記録第三分類編てつ）

担当部 受領印 1 ⑳※
～ず夕．

2 ⑳※
－．ザ

3 ⑳
勺○一一

※



（別紙9）

平成○年（つ）第7号（付審判請求）

’

平成22年1 1月22日

○○地方裁判所刑事第○部御中

○○地方検察庁

検察事務官○○○○③
※

室
白受 領

不起訴裁定書

公務員職権濫用

○○○○ほか8名

1冊

書類の名称

罪名

被疑者名

冊数

※印影のマスキング処理の方法については，印影に斜線を引く方法ではなく，印影全体をマスキングする方法による

（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする。 ） 。
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（別紙10)

平成○年（つ）第7号（付審判請求）

平成22年1 1月22日

○○地方検察庁御中

捜査記録等返
圭
冒

哩
埋

書類の名称

罪名

被疑者名

冊数

不起訴裁定書

公務員職権濫用

○○○○

1冊

ほか8名

回
○○地方裁判所刑事第○部

裁判所書記官 ○○○

上記記録の返還を受けました。

平成○年○月○日

○○地方検察庁

検察事務官○OO○⑳
※

※印影のマスキング処理の方法については，印影に斜線を引く方法ではなく，印影全体をマスキングする方法による

（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする。 ） 。
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(別紙11）

第●号法廷(●階)開廷表

平成○○年○○月○○日○曜日

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■U■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

開始／終了 事件番号／事件名

／予定

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

代理人 相当当事者

平成28年(ワ)第××号○○○○

不当利得返還請求事件○○○○外

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○

隼三郎
※弁護士

10:00

10:15

第1回弁論

平成28年(ワ)第×号 孫式芸社△△△

売買代金等請求事件株式会社×××外

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○

10:00

10:15

和光太郎

※支配人

弁論

平成27年(ワ)第××号独立行政法人◇◇◇◇

建物明渡請求事件 ○○○○

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○

10:30

11:00

弁論

平成27年(ワ)第××号○○○○

損害賠償請求事件 国

民事部△係

裁判官○○○○

霞関五郎 書記官○○○
※指定代理人

11:00

11:30

弁論

破産者○○○破産管財

人○○○○

株式会社▽▽▽

平成27年(ワ)第××号13:15

13:30

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○弁論 売買代金請求事件
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(別紙12）

配席図マスキング例

代表1234-1111 平成○年○月○日現在

○○地方裁判所民事部･裁判官｡書記官配席図

｜口 く訟廷事務室〉
ツ

カ 直通1234-1233

1篇洲｜
直通1234-1235 直通1234-1236 1

カーツロー

１５

管理官○○

内線（1117）

1236

｜ 罵鯛‘ ロ
ッ
，
刀
Ｉ

｜
’

’

1 口
ツ
ー
刀
Ｉ

0

<小会議室〉

I Fax

l234-5678

ロ
ッ
カ
ー

Fax

l234-5679

｜ ｶｳﾝﾀｰ ’ ’ カウンター

代表1234-1111 平成○年○月○日現在

○○地方裁判所事務局配席図

’
Fax

l234-5677 〈総務課〉
直通1234-9993

Fax

l234-5677 〈会計課〉
直通1234-9993

ロ
ツ
ー
カ
ー ロ

ッ
・
力
Ｉ

ロ
ッ
ー
刀
Ｉ

|,ZW,|課長○○
内線（2214） 綱:) ’

課長○○
内線（2219）

職員専用
出入口

、
Ｊ
二
一

直通1234-9994 直通1234-9995 直通1234-9994 直通1234-9995

ロ
ッ
カ
ー

ロ
ッ
カ
ー

(2220）

ロ
ツ
，
刀
Ｉ

ロ
ツ
ー
カ
ー

’カウンター ’カウンター

’
1

Ｉ

‐

Ｄ

Ｉ

ｌ

８

ｇ

Ｉ

ｌ

ｒ

Ｉ

０

Ｄ

ｒ

Ｆ

ｉ

‐

二

103

主書○○

内線（1114）

○○

内線

(11.15）

○○

○○

内線

(1116）

(臨任）

○○

事件係長

○○

内線

(1118）

○○

○○

内線

(1119）
ノ

○○

庶務係長

○○

(1120）

○○

○○

(1121）

○○

庶務係長

○○

内線

(2215）

○○

○○

内線

(2216）

○○

人事係長

○○

(2217）

○○

○○

イク’1R､

○○

経理係長

○○

内線

○○

○○

内線

(2221）

○○

用度係長

○○

内線

(2223）

○○



(別紙13）

○○○○裁判所職員配置表 代表01-9999-1111 (平成○○年○○月○○日現在）

民事訟廷

首席書記官 ○

次席書記官 ○

次席書記官 ○

訟廷管理官 ○

訟廷副管理官 ○

所長 ○○○○ D1 1235内線1234 fax 8888-0123

2109 内線

2110 内線

2111 内線

2112 内線

艶.開廷等 ｜了燕i曹苛｜ 内線 書記官等 内線 ○○

○○

○○

○○

○○

○
○
○
○
○

DI

DI

DI

DI

2236

2237

2238

2239

総、E-ざ"b Im
3○○○

蝋
○○○○

（○○○○）

一

第1部 主審 ○

書 ○

事 ○

替l■■○

○○

○○

○○

○○

○
○
○
○

4004

4005

4006

DI 1236

fax 8888-1234

「

’セクハラ相談

_F蔀薯 書記官等

．
１

船
瀧
淘
示
蹴

乖
鏑
叫
ｑ

脇
寵

○
○

○
○

○
○

○
○

書主
醤蝋
一
，
Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ
○

一
総

総 ○
○
詔
〕
○稲

○
○

○
○
○
○
○
ｅ
。
一

番主
醤
謁
駆蝋

1
|畢震、鼎U

|事■■■豆
UUU

○○○

4024

4025

第2部 ｜ 内線’ l l

■
2221

2222

2223

庶務係

DI2210

長係
書
調

○○

○○

○○

○○

○○

○○ ｜書 ○DI 1237

fax 8888-1235

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○
○
○
○
○
○
○

2230

2231

2232

書
書

一
《
○
・

○
○

岨

書
書第3部 事件係

I)12211

長係
書
書
書

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

２
２
２
２

224

225

226

227

2233

DI 1238

fax 8888-1236 2234

｜ “限，第4部

総｣OOOO
主審 ○ 4035

4036

’
’○○○○

○○○○

DI l239

fax 8888-1237
昴
酉
■ ’

1第5部 総 4045

4046

4047

4048

~、－_一

｢ダイヤルイン(DI) 」の数字は, 01-9999-

／

○○○○

○○○○

[○○○○］の［ ］内を示す

〆DI 1240

fax 8888-1238 ※【公表している電話番号,内線番号,FAX番号】

個人識別情報であっても,公表慣行があるので開示。
事務支障情報にも該当しない。

【公表していない電話番号,内線番号､FAX番号】

丞

※マスキング例であり,l l特定の部署の欄に記載することを推奨するものではない。
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(別紙14）

○○○第○○○号

平成○○年○○月○○日

○○○○様

○○裁判所長（長官） ○○○○

司法行政文書の開示についての通知書

平成○○年○○月○○日付け（同月○○日受付）で申出のありました司法行政文

書の開示については，下記1の内容を下記3の方法で情報提供することとしました

ので通知します。

記

1 提供する司法行政文書の情報

職員録（平成○○年用）抜粋（片面で○枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の情報には，個人識別情報（住所及び電話番号）及び公にすると事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号）が記載されており， これら

の情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相

当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3提供の実施方法等

（1） 実施の方法

1の各情報については，閲覧及び謄写ができます。

（2） 閲覧の場所

○○裁判所事務局総務課

（3） 提供実施の期間
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平成○○年○○月○○日から同年○○月○○日まで（士， 日，祝日を除

く。 ）の午前○時から午後○時まで（午後零時15分から午後1時までを

除く。 ）

ただし，謄写する場合の謄写室利用時間は午後○時○○分まで

担当課総務課 電話○○（○○○○）○○○○（直通）

口

l

’
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(別紙15）

○○地方裁判所

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
睦
○
峰
○
必
○
必
○
吟
○
峰
○
峰
○
膠
○
○
畦
○
必
○
必
○
峰
○
必
○
峰
○
必
○
曙
○
峰
○
吟

○
○
婚
○
据
○
峰
○
好
○
褐
○
歩
○
捗
○
吟
○
○
吟
○
捗
○
櫓
○
婚
○
握
○
婚
○
吟
○
婚
○
幡
○
婚

○
○
恕
○
油
○
獅
○
油
○
”
○
”
○
”
○
稲
○
○
価
○
種
○
繩
○
”
○
”
○
噸
○
油
○
油
○
細
○
纐

．
部
．
局

０
０
０
０
０
０
０
０

６
６
６
６
６
６
６
６

３
３
３
３
３
３
３
３

０ ３ ６

０
０
０
０
０
０
０
０
０

６
６
６
６
６
６
６
６
６

３
３
３
３
３
３
３
３
３

ｍ
ｍ
癖
》
》
》
》
塞
蹄
官
耐
》
》
》
》
耐
垂
・
》
亜
蕊
》
》
》
》
州
嘩
》
》
》
鍬
》
叫

事
刑
詞
刑
詞
刑
荊
主
詞
庶
荊
事
司
書
司
書
和
書
調
詞
事
局
荊
次
詞
総
司
会
荊
資
刊
総
司
会
詞
総
和
庶
荊

官
首
醒
次
狸
訟
狸
書
狸
係
理
係
狸
官
狸
官
理
官
員
狸
官
長
理
長
理
課
理
課
醒
課
狸
課
理
課
唾
課
狸
係
狸

務
事
咋
事
咋
事
咋
任
卜
務
咋
件
比
記
昨
記
昨
記
査
咋
務
ト
レ
務
ル
計
咋
料
咋
務
叶
計
叶
務
ル
務
叶

○
○

○
○

席
２
席
２
廷
２
記
２
長
２
長
２
２
２
２
２
２
長
２
長
２
長
２
課
２
課
２
専
２
長
２

１
一
一
■
ｇ

’ 一

３
３
３
３
３
３
３
３
３

５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
月
５
５
１

－
一
一
一
一
一
一
一
一

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

洲
○

一
一
一
一
一
一
二

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

ｍ
佐
叩
佐
叩
○
○
○
○
○
○
Ｃ
Ｏ
○
ｍ
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
吋
羅
酎
犀
吋
踊
唖
踊
吋
叫
必
吋
潅
か
吋
任
吋
任
か
任
吋
任
吋
任
吋
○

長
２
－
２
二
２
課
２
課
２
長
２
長
２
長
２
合
２
長
２
主
２
主
２
主
２
主
２
主
２

係
狸
第
狸
第
狸
課
狸
課
理
係
理
係
麹
係
理
組
狸
係
理
課
狸
課
狸
課
狸
課
理
課
理
官

書
咋
事
咋
事
咋
務
咋
計
昨
理
昨
理
叶
度
咋
済
咋
料
叶
務
叶
計
咋
計
咋
計
叶
計
咋
務

文
詞
人
司
人
詞
総
和
会
荊
管
荊
経
荊
用
荊
共
和
資
荊
総
司
会
司
会
司
会
司
会
詞
事

○
”
○
種
○
伽
○
油
○
獅
○
”
○
種
○
細
○
細
○
畑
○
細
○
油
○
獅
○
函
○
油
○
○

６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６

○
婚
○
蟠
○
峰
○
据
○
婚
○
偲
○
婚
○
蜂
○
暢
○
握
○
握
○
婚
○
娠
○
好
○
吟
○
○

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

○
峰
○
畦
○
吟
○
吟
○
峰
○
峰
○
必
○
畦
○
峰
○
必
○
必
○
必
○
珍
○
畦
○
必
○
○

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○

○

書記官 ○○○○
〒122-3”30OiI1OO9-8-7 011-234-5678

庶務係長 ○○○○
〒122-333300II7009-8-7 011-234-5678

庶務課主任 ○○○○
〒】22-333300市OO9-8-7 011-234-5678

OO簡易裁判所

〒123-1】'’ ○○巾○○○1-2-3

013-456-7890代災

簡裁判事 、○○○○
L 』 竺 ・ , F 子 Dご 閂 ↑ ご

〒222-2222．‘○○市○○町2-2-2 022-222-2222

庶務課長 ○○○○
〒123-llll OOIl7OOO1－2－3 013-456-7890

主任書記官 ○○○○
〒l23-ll1l OO市○OOI-2-3 013-456-7890

書記官 ○○○○
〒I23-Ill1 OO巾○OO1-2-3 013-456-7890

書記官 ○○○○
〒123-1111 00il7000I-2-3 013-456-7890

事務官○○○○

〒111－2222○○市OO3－4－5

012-345-6789代炎

345-9876所長讃
345毛798刑畏宝

所長判事 ○○○○

〒11】-111100市○○町1-1-1 011-111-1111

判事 ○○○○
〒111-2222○○巾○O3-4-5 012-345-6789

判事 ○○○○
〒l I l-2222OO市○O3-4-5 012-345-6789

判事 ○○○○
TI l l-2222OOiliOO3-4-5 012-345-6789

判事補 ○○○○
〒lll－2222OO巾○○3-4-5 012-345-6789

判事補 ○○○○
T1 11-2222OOiliOO3-4-5 012-345-6789

判事補 ○○○○
〒lll-222200IITOO3-4-5 012-345-6789

判事補 ○○○○
Tlll-222200II7OO3-4-5 012-345-6789

民事部

民事首席書記官 ○○○○
〒lll-222200市○○3-4-5 012-345-6789

民事次席書記官 ○○○○
Tll l-2222OO市OO3-4-5 012-345-6789

民事訟廷管理官 ○○○○
〒lll-22220O巾○O3-4-5 012-345-6789

主任書記官 ○○○○
Tlll-22220O1I7OO3-4-5 012-345-6789

士任書記官 ○○○○
〒lll-222200rl7OO3-4-5 012-345-6789

庶務係長 ○○○○
Tlll-222200市○O3-4-5 012-345-6789

事件係長兼記録係長 ○○○○
〒lll-222200市○O3-4-5 012-345-6789

書記官 ○○○○
〒ll l-2222OOII7○○3-4-5 012-345-6789

書記官 ○○○○
TIll-2222OO市○○3-4-5 012-345-6789

書記官○○○○・○○○○

○○○○

調査員 ○○○○
〒111－2222○○巾○O3-4-5 012-345-6789

○
硴
○
鏥
○
硴
○
恥

５
５
５
５

○
○

○
誕
○
誰
○
難
○
誰

２
２
２
２

○
○

○
昨
○
止
○
止
○
畦

０
０
０
０

○
○

○
○
○
○

●
●

７一

○
○
○
邪
７
７
７
７

○
｜
』
｝
’

○
○
○
心
；
、
邪
郷
邪
邪

１
４
○
○
○
○

○
○
○
部
、
峨
栖
ｍ
ｍ
ｍ

ｌ
１
１
’

一
■
■
■
つ
Ⅵ
●
口
①
■
ｇ
手
口
■
ロ

○
○
○
唾
酔
傭
郵
》
》
蚕
》
》
鐸
》

官
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所属庁

○○地方裁判所

氏名

○○○○

月

日
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

集
年次休暇 年次累叶

計

禍鼠休暇瞳羨率卿H1輔

ヨ
』 ‘す , * 1

fiO 誰世禰

■
岨
吐
■

一
一

卜
Ｆ
一
今 一

口
十
Ｆ

Ｂ
◇
：

苛
縄
る
ゃ

『
に
Ｆ

。
｝
郷
一

い
ず
。

《
。
】
昨
一

Ｆ
ｐ
ｑ
－

ｐ
Ｆ
』

備考

1月

休
日
休
日
休
日 ④
p臼薗4

⑬
‐‐｡■

土
曜
日
暇
休
日 ⑱

■■■■■ 1■

⑱
■■■■■■ー

⑬
■‐●1■

⑬
○ーmq

土
曜
日
暇 ⑱

■q■‐■

⑬
､‐‐＝■

⑬
■■■■＝4■

⑱
■■ー‐ロ

⑱
｡‐q■‐

土
暇
日
曜 ⑯

■■■■‐ー

⑯
■‐ロq■

⑬
D‐■ー｡

⑱
＝■■－1■

⑯
■■■■ー■■

土
暇
日
暇 ⑬

ー■■■■ Ⅱ■

⑬
■■ーー‐

⑱
■幸一q■

日 ：時

|識蕊蕊 ’1

檸一

ヨ ：時

識識 １
時
辮
撫
鋸

■
■
■
■
■
Ⅲ
洲
０
理
眺
可
献
時

瑚
旧
股
偏
叩

凸
■
■
■
■
■
岳
■
■
ｊ
■
同
呂
■

■
■
狛

栂
防
叱
抑
出
犯
‐
心
酔
Ｊ
ｈ

羽
龍
砿
鵠
聰
化
肌
ｎ
Ｗ
夘

回
剛
咄
咄
邨
偏
削
ｕ
酔
心
鵬
馴
咄

寺

ｑ

４

ａ

■

３

Ｊ

申

↑

十
１
．
４
↓

時
辮
繩
鋤

啄
鵯
乖
魂
緬
鎚
堀
岻
辨

０
０
諏
姑
組
鑓
瑞
雫
蝿

読
漏
醐
咋
端
乖
嘩
認

コ
ゴ
諒
増
畿
寧
牢
挑
壺
総

日 I鴎

鯛繍

■
Ｐ
Ｐ
Ｉ

、
１
‐

１
１

ロ
４
４
島
や
冑
岨

扣
駅
心
訴
舞
汎
』
即
砿
》
マ
か

叩

試

舛

訓

繩

岬

調

い

鼬

７
０
‐

009

画

日 1時
甜
鵡
幼
い
い
舳
耶
将
綻

寺

卜■

伊

ｒ
佃
Ｉ
Ｊ

ご
■
①
心

。◇

０
今
守
０
４
‘
↓
ｌ
マ
ト
６
↑

■
ｑ
ｏ
ｅ
」
ｒ
毎

貼
Ｌ
Ｅ
９
■
６
４
４

。

！

Ｉｅ

と

■

４
◇
▽
４

ｃ
ｇ
１
▽
４
画
４

■
４
Ｂ

蕊
辮
揃
諦

孵
齢
誠
粋
蝉

示
罐
理
噸
辛
織
稚
嘩
鏥

》
辮
辨
群
職
群
》

零
織
鱗
叫
騨
牽

2月 ⑱
‐--1■

⑱
■■一一‐

土
曜
日
暇 ⑬

■■一一■

⑯
‐ー一‐

⑬
■＝■■■■

⑱
一一一4

⑯
‐一一口

土
曜
日
曜
休
日 ⑬

‐ー－1■

⑬
ー■■■■＝

⑬
ヰー‐ー

⑬
P‐‐‐q

土
曜
日
曜 ⑬
‐ーー‐

⑯
トー‐‐4

⑯
‐‐ー■

⑬
■■■■■■■■

⑱
■一一ー

土
曜
日
曜 ⑱

ー■■■■■■

⑱
■一一一

⑯
P 。■●q■q

墜
蕊
雲

Ｄ

０

ｙ

＃
一
匙
ｑ
Ｆ
－
１

噺
略
芳
幻
引
咄
認
離

霧
權
義
一
輔
彦
砕
藷
』

且
鋤
ｐ
無

０

■●

卜

ｐ
巴
ト

４

Ｆ
脱
似
叱

ｆ
‐
↓
肌
糾
。
－
。
。

輻
銅
奉
一
密
一
一
雲
一
碧
一
塞
一

。
■
■
■
■
毎
払
司
呂
劃
廿
■
■
且
■
一
塁
］
皇

ふ朧，
③ ■4 ﾔ7 ▼ BP ■ 4

堂U､i胃.蝉!: 4割

麺蓑蕊湾！
■＝ =●■ｮ ■』 4

塁、報｡.?4“吟1

ターロ篦:夛・罰､4

犀喝忠蕊ゞ
蕊1粍液調:鐡:
烏‘1f::.‘舞畦畠群窒喀
陞『写,卜と'_堅鞘血9挺室41発『

:,課;:,手か湾馥青
③* ①÷ 一 ■■~■Q

準具雲鰯§
簔踊篝苓甑誕垂｡｡;ar
■r－TG～ー■ 屯”詮卓■凸一一一

篝謹蕊豊篭
b ■－－” F坤』 竺弓ご卑壬a 口 一

蓬藍簔雲B篝;繁堆’
一■一一 ▲一一▲一一一F

日
①
『
１
日
Ⅷ
国

坤
？
Ｌ
歯
梨
■
０
・
択
０

稗
４
．
＄
、
ふ
卵
ｑ
戸

①
ｑ
４
・
凸
凸

・
》
可

令

汀
■
’
小
計
．
ヰ
ュ

叩
吋
ｊ

ｂ

』

B44 ■ 寺4砥

｡ ■ 4 5 1

■

■

P

4寄忌
､竺阜

*ｵﾆt
迄凸二

踊劣

』P抑

由?g占
写茎二

.醒窯

一等

､尋具農j"賎
や一■ ｡F ＝了亨韓宇＆ ■4 44－寺Gd ョ

*写言§言三冊舞曽，:: ．;．
q→一一吟 一←寸一■ ワコ 0 峠

寿當声量重重莅勇r王宅,‘：

玉堂雲壽胃記群豊,.．
弓一一一▲－~～q－4 』

宝r孟苧＝壽張弓葎;. ご爵．

3月 ⑬
‐‐ー■

土
曜
日
暇 ⑱

、一一＝q

⑱
■■■■ー｡

⑱
‐●‐一

出
張
出
張
､ー＝■■ ■

土
曜
日
曜 ⑬

p~■■■■

⑬
■ーー＝I

⑬
q■‐■ト句

⑱
ー－－■■

⑬
■■■■■■■

土
曜
日
曜 ⑬
一一一＝

⑦
白一睡ロ

休
日 ⑱

＝＝一●

⑱
‐ー‐ー

土
曜
日
曜 ⑬

■■－－4■

⑯
ーq■■4■

⑬
■‐‐ー

⑬
■■■■ ■

⑬
■■■■■■｡

土
曜
日
曜

陰
舞
織
癖

０
Ａ
心
血
り
り
泡

伊
４
◇
、
ｆ
Ｌ
ｒ
ｑ
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｐ
”

ｆ

翼
踊
ご
別
罰
証
跡
邸
Ｕ
鯏
叫

１４

４
Ｃ
ｏ
４
ｑ
ｏ
４
Ｆ
ｕ
ｑ
■

０
昏

．
０
６
口
４
オ
３
Ｊ
Ｊ
↑
、
？
』
口
。
●
ｆ
阜

日
蝿
が
椰
雛

０４

、
↓
『
０

寸
糾
‐
Ｄ

■

り

、

Ｆ

ｆ
ｐ
ａ
Ｐ
Ｉ
‘
５
．
０
０
９

日

2$も塞工:弱

弾翼2誇訶管

;錘
陸路:-5.J｡

熟賎翻

0

竿L宙
時
弓Pｵさ 忠
p4 ＝4

吋4 4 ? ﾔ

2華ﾆﾑTﾅｰﾖ

の

４
◇
４
４
９
’
４
０
℃

４
ｑ
４
４
１
ｑ
ｌ
Ｄ
４
４
Ｂ
Ｌ

Ｆ
ｏ
ｇ

二
Ｊ
可
■
心
Ⅱ
Ｊ

“↓

■
ｒ
▲

。
◇
ｆ
や
り
ｒ
Ｉ
４
０
ｇ

Ｇ
』
“
ｒ
■
Ｄ
■
ｒ

ｂ凸

輔
蝋
踊
叩
蝿

雅
罰
蛎
謝

Ｔ
Ｄ
ｏ
４
ｅ
４
か
ｑ
１
１
Ｊ

５
凸
■
や
【
一
■
ロ

△
凸
』
・

や
野
蕊
＊
歩
。
準 議嬢’

十
配
凱
郵
恥
卵
僻
岬

時
蕊
諦
灘

恕
溌
癖

引
嘉
謹
灘

日
『
や
１
９
‐
巾
’

４
４
４
‐
●
１
１
Ⅱ

ロ

。
。
到
汁
Ｍ
糊
砧
叫
吋
肺
駆

寺
４
１
４
４
０
９
４
、
ｄ
ｑ
も
ｇ
ｑ
ｄ
ｊ
ｑ
凸

▽

２

４

４
１
Ｆ
、
■
日
当
Ｄ
１
－
Ｊ
ｒ
‐

け
９
１
０
Ⅱ
４
１
４
？
■
ｑ
↓
Ｉ
０
Ｊ
４

「・

①
６
已
占
■
可
■

Ｇｂ

■・

■■

▽
４
１
．

１
１
１
卜
や
’
十
４
４

ｏ
４
ｊ

巷

懐

中

昨
註
０
帆
別
抑
叩
‐
肥
Ⅷ

購
癖』幽

↑
「
４
，
？

●
、
ａ
守

口
９
，
．
。

８
蕊
議
懲

０

八

口

Ｕ

西
了
２
軸
甚

日
鐸
輝
辮

■
卜
“
寺
③
ヨ
マ
ロ

ｂ
■
Ｌ
Ｌ
Ｆ
〃
ｂ
Ｆ
守

悼
岬
舞
４
恕
孟
句
が
恥
幡
狩
榊
子
胸
暁

４
。
》
。
●
ｑ
ｑ
４
ｄ
白
色
ｑ
■
■
ｑ
４
ｅ
ｐ

卜

Ｐ

■

》

＆

司

争

・

●

Ｆ

■
４
Ｇ

■
■
卜
占

4月 ⑯
一一‐■

⑫
q■■■■■

⑱
■■■ーー

⑯
､ー‐ーq

⑱
‐｡■、■

土
曜
日
咽 ⑱

卜 ■■‐＝a

⑬
－－－4■

⑱
ー■■■■ー

⑯
■■■ー■■

⑱
、 ■■＝＝｡

土
曜
日
曜 ⑱

■■■■■■■

⑬
､ー■■■■4

⑬
■■一写●

⑱
一‐｡ー

⑬
■‐■ー

土
曜
日
曜 ⑬
一一‐‐

⑬
●－－ー

⑬
P ■■■■＝■

⑱
＝■■■■ 1■

⑬
■■一一一

土
暇
日
咽 ⑱

ー＝ーI■

⑬
＝＝■■ー

日 ：時
1郷職;蕊
1戯:礎蕊
4. 争 △ 4 PO･△ｰ凸L ー1
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。
ザ
‐

？
！

０
余
菰
嘩
ｈ
臓
制

”
織
部
Ｍ
町
僻
佃
酬
出
咽
、
Ⅷ
的
枇
１

口
堀
蝋
辮
辨
納
蠅

丙
？
↓
恥
。
‐
賂
Ｉ
ｆ
廠
附
棚
叩

冨具篇;癖嚥』Ｆ噂

識蕊
守

Ｇ

４

４
１
１

１
『
ｊ
１
ｅ
口

鈩
恥
争
〃

咀
酬
制
川
町
洲
帆
例
ｗ

ｅ
、
け
■
１
。
■
ｑ
ｄ
９
も
■
Ｆ
Ｄ
口
騨
ｌ
Ｐ

■
Ⅱ
Ｌ
‘
？
肥
町
Ⅲ
可
附
１
脚
川
渦

満
調
證
魂
蕊
畿
極
那

卜

婆露呈;塞壁Ⅲ

燕蕊
11月 ⑱

■■■■■■■

土
曜
日
暇
休
日 ⑱

ー■■■■ I■

⑱
■■一一一

⑬
■‐‐q■

⑯
h‐d■●q

土
曜
日
曜 ⑬
車一一一

⑬
､‐‐。■4

⑱
ー‐ー｡

⑬
ー＝ご■■

⑬
Ⅱ■■■ー■■

土
暇
日
曜 ⑬
‐ローー

⑬
■ー｡－

⑱
pー■■■■ 1

⑬
■■■■■■ 1■

⑱
＝一一‐

土
休
日
暇 ⑱

q■■■■－1■ ‐一一■

土
曜

日 ；時
０
１
１
０
日
二

日 時 日 時

｡H ① 4 ■ 0

■■■■■■■■■■■■■

日 時 I 時 日 時

12月

日
曜

土
曜
日
曜

ー‐‐｡

土
曜
日
曜

■ ■■■■■■ q 、ー一■■ 1

土
曜
日
曜
休
日

、 q■‐‐0 やー■■ ’■ ＝■■■■■■ Ⅱ■ーⅡ■■ー

土
暇
日
休
休
日
休
日

時日 I
U

O

I

l

O

日 時 日 時 日 時 日 時 日 時

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
年次休暇 年吹累＃

ま

卜 胡気休暇
ロ
Ｆ
ｐ

蕊鶏騨#聯i職I

卜ザ』ｂＯ０

Ｇｐ４８、口
４ｌ９Ｄ４１

軒別弧
や‐９．４９

卜ザ』ｂＯ０

Ｇｐ４８、口
４ｌ９Ｄ４１

軒別弧
や‐９．４９

＋
ー遜ー
側

訓側、
●ｑｄ１４

梢

訓側、
●ｑｄ１４

I
ト
キ

梢

謡
荘

ｑ
●
Ｂ
■
、
可
・

両
設
鯏
か

軸
噛
杵
幹
叩
叩

、
４
１
ｖ
ｌ
ｒ
“

Ｆ
訂
抑
制

Ｄ
０
４
４
ｑ
ｇ
』

胴
輻
や
砿
叩
始
り

申
■
Ｌ
■
。
。

雪
ぬ
い
や
ｔ
腸

Ｐ
Ｇ
も
Ｄ
Ｌ
ｒ

諏
恥
』
脾
押
吋
ｗ

』
●
ｑ
口
『
■
毎

韓
国
引
和
肺

■

『
も
む
。

吋
皿
艸
詞
野

口
唖
旧
緤

マ
ー
ヴ
セ

ＰＧ

誼
剰
奉

豆
絶
叩
号
酔
い
｝

▽
回
、
ｆ
ｒ
ｆ

』
呵
噂
畝

備考

配

（

C

，
｝

出勤

週休日に変更した日

ネ
｜
⑥

時間単位の年次休暇

日単位の病気休暇

G

q

う
）

病気休暇による俸給の半 或

日単位の特別休暇

⑦
一
子

日単位の子の看護休暇

時間単位の子の看醗休暇

出張

休職

出張

休職

啓発

同行

自己啓発等休業

配偶者同行休業

診

健

総合的な健康診査

妊婦の健康診査又は保健指導

入 フ 4時間の勤勝時mの綱振りをやめた11 上 時間単位の病気休暇 卜 時間単位の特別休暇 ② 日単位の短期介護休暇 停職 停職 専従 専従貯可 妊 妊婦の通勤緩和

記
号

チ

②

④

超勤代休時間

代休日として指定した日

日単位の年次休暇

②
セ

ソ

迎続する股初のニルfnに係るplli位0〕'k即休暇

迦続する臓初の．皇肘11に係る時1,噸位のﾉk叩休暇

事後措髄としての時間単位の病気休暇

②
－

②
一
介

夏季休暇

日単位の介鰻休暇

時間単位の介鍍休暇

力

欠

キ

時間単位の短期介讃休暇

欠勤

就業禁止

育児

青

㈲

育児休業 ⑤ 日単位の短従許可
育児時間 短 時間単位の短従許可

育児短時間勤務職員等の出勤

し

週休

レクリエーション行事への参加

交代制勤務の職員等の週休日
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概
精
算
算旅費 請求書

第一号様式（甲）

109

支出官等

○○地方裁判所長
○○○○ 殿
概 隻 額

円

請求者
所属部局課(又は所属団体）

○○地方裁判所

０
ｑ
■
。
■ 宥 算 額

19，360

円

官職（又は職業） 職務の級

裁判所書記官 3

追 給 額
円

氏 名

○○○○ ⑳，
~一ﾆーダ

※

返 納 額
円

旅行命令権者印

⑳
腸一一戸

※

年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地 鉄 道 賃

路程 運賃 急行料金 特別車両
料金その他

計

船 賃

路程 運賃
特別船
室料金
その他 計

航空賃 車 賃

定額 実費額

日 当

日
数 定額

宿泊料
夜
数 定額

◎0．．．｡ ○○○ 鉄道 ○○○ ○○市

村．

142.1

円

2,350

円

1,810

円 円

4，160

科． 円 円 円 円 円 科． 円 日

1

円

1,700

夜

1

円

7,800

。◎0．．00 ○○○ 鉄道

『.､一一三言･専一宙､ー~一可

Lppl
145.7 2，190 1,810 4,000 1 1，700

■■■■■■■■■■■■■■■■■

1 I ｣ I 」1 l l

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキン
グする方法による(可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

l l l l l l I I I -I-1 1 I

■
も

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

合 計 287.8 4,540 3,620 8,160

計

円 2 3,400 1 7,800

支度料

法第三十九条

の二の旅費

定額既給額 差弓｜額
円 円 円

円

上記のとおり旅費を請求します。

平成○○年○○月○○日

上記の金額を領収しました。
平成 年 月 日

氏名受取代理人 申 印

資金官 j渡.呂史
:平成1．6年ｲ(ワ,)第1．

ﾛ 屯一 ﾜ

所在尋問，検証

直帰

一 ■ 戸毛 4 マニ 時 ･ 1

2《3’4号：



ノ
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－

一

〆△、

旅行 丁。

簿
q八Fへ

- ~~一一一一一ー ~●ｰロー巳－6 〆U，”0 フマーー圧 ＝

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

110

所属部局課

○○地方裁判所○○支部
住所 難戦鑿凝難蕊翰重蕊重蕊蕊蕊鄭"… ……掴国璽園｡｡画画

g 11M
○○○○○○ 氏名

○○○○ 職務の級 平成 年 月 日 灘紬
平成 年 月 日 恕

発 令
年月 日

用 務 用務先 旅行期間
旅行命
令権者

の認印

旅行者

の認印

支出官

等認印

概算払

年月日 金額

精算払

年月日 金額

備考

○○○○○○

●､■▲へ ‐字■ ■“q q 早宇 ＝ ■ 一 註

察康23"f舜嬢｡○曇
所在尋問 ○○地方裁判月 日

日
○
○
○
○
月
月
叩
函
年
年
○
○
○
○
目
至 2日間 姪 ） ③ ③

円
○

○・○ 12，345
1■■

lｴI

○○○○○○
てん補 ○○地裁

○○支部

＝

皇｡?=9P:?｡:i同倒 ③ （つ ③ ○・○ 5，025

○○○○○○
〃

〃 =｡?Z9P:?｡:i日闘
ｳ 凸

③ ③ ④ 〃
〃
■

○○○○○○
凸 一一

深露瑠蕊嘩欝画嘩景 ○○地裁

○○支部

目○○年○○月○○日
至〃年〃月〃 日

1日間 ③ ③ ③ ○・○ 23，456

○○○○○○ てん補
○○地裁

○○支部
目○○年○○月○○日
至〃年〃月〃 日

1日間 ④ ③ ③
一

○・○ 5，025

○○○○○○
〃

〃
目○○年○○月○○日
至〃年〃月〃 日

1日間 〔 〕 ③ つ ※ 〃 〃

目 ・年 月 日

至 年 月 日．
日間

目 年 月 日

至 年 月 日
日間

目 年 月 日

至 年 月 日
日間

目 年 月 日

至 年 月 日
日間

一一
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一1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

支出負担行為即支出決定決議書

※

I

国庫債務負担行為整理番号 設定年度
一．■■ ●● ｡

電文 1 1 150 ※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく， 印影全体をマ

スキングする方法による（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。

111

〃

決裁日

面莞巖年月日と同日

ロ

支出負担行為を誼認する
宮署支出官

口所 長

:／
代行襟閲事霧局長
代行鐵悶会計霊異

支出してよい
官暑支出官

号
所昊

代行機間事蕩局長

ロ訂正渋壼番

過一括

訴是 局長 次長 諜長 鋪僅 係呉 係員
藻員
(スカ琴〕

④
t L■ひ占

⑳
－五 二b
④
～一●4早

⑳
胃 ■

⑳
0，=←や口中』
⑳
一~今・三

司 ｡▲ ｡

整理番号 発議年月日 硫認予定
;年月日

年度 負担官 ｜相殺請求番号

区分 I

0005555 00．00．00 ○○・○○・○○ ○○ 00

所 管 0乳 簔郵所

会 計 QnnnO 一鍔全舅卜

郵 局 等 01, 蓋判所

■
令

雲 020 下級裁判所

』

目 091010 庁賢

;目の細 分

細 分 白齢寶誰痔雲 I妥の紬､修鑿料

借
主

､

氏 名
又 は
名 称

住 所

00003600ﾏﾙﾏﾙﾏﾙゾﾄﾞｳｼﾔ(力

000自動車 （株）

○○県○○市O○町1－2－3

金
融

機 関

店 釦

p⑥蝿行

‘畷錘蝋鶉蔵 f

錘調う郵溌 口座番号 ｜蕊蕩童魂謹6睡墓 金額 12．345円

外貨額

受入年度
及 び
受入科目名

1

1

負担区分 01 涌堂

支出決定区分 01 彌営

支払方法 3楯i入 支払時期 1彌鶯

精算額 弓 最終表示 未精算額 エ

分任官

分仕~目歪埋番号

摘 要 ＊庁用自動車（罵鰯鰯溌職灘鰄驍3認顯溌〉 コンビネーションメーター
等修理代金

局 課

工 事

仕訳区分

勘定科目(借方）

勘定科目(貸方）

予算事項 006 裁判運営の充実に必要な経喪

主要経費別分類 ワ￥ 一旦ザJ1凸Uソ苧云涯爽

発議係
コード

内 訳

種別 件数

関連番号 支払回数 略科目
コード

課税対象
表 示

， 債主別黄

出力区分1

払実績

出力区分2

02 004911

支払予員 胃年月日 00．00．00 精算予定年 月日 I
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塞
雨 求 書罐定人報酬

求 書
》
雨通訳人報閣II住所

I○○県○○市○○町I一2二3
.--- ＝ --一 一 一－

諸|住所
1○○県○○市○○

○○高等裁判所求』-今
（フリガチ){宝溌三宝遊二

御中者氏名 i ~O-0

‘竪成。●霊_(5)"OOO曇被告人OOOに対す尋殺人
鍾定人報酬を請求します。

平成○○年○○月○○日 ・

閃 頭 年 月 日 ｜ 出 頭

平成 、年． 月 日

(フリガナ){g率'二

氏名 i -○
ニ ミ ニ

'1

所

○○県○○市○○町1－2両
０

一■一一

⑳※
一一ユー

○○．高等裁判所

御中

瓢
○霜順誓ﾃ）

マルーマルマル

｡O○○

岳一

波告事件について，
－

率賎op¥(趣篭OCC鏡被告人pocαに対する’建造物侵入,窃盗,LI
出入国管理及び難民認定法建反，窃盗'鞭告事件につし計てう一通訳X報酬謡青求
します。

平成○○年○○月○○日

出 頭 年 月 日 ｜ 出 頭 場 所

場 所

巳

平成 年 月 日÷

ヱ 給 決 定

平成○○年O○月○○日

． ，係官印

事

一
⑳
一
国

※

額
呼
一
額
一
円 円

支 給

計¥500,

金

内I

決 定圭
一 給
｜
絵
筆

額 ’

000円

平成○○年○○月OO日
係官印⑳※

支

日当日分

鉄道賃臭 ．
一－－－－－

車貸・往彼

宿泊料

急行料

鑑定人報酬

卜
卓
跨
脚

1

－

事駅片道 キロメートル
駁・往復分

キロメートル

泊分

額 田金

内 分［
貝
分
逝
復

日当
一

鉄道賃畠◆

円
一
限
駅

キロメーI,ル片
往

I

車賃・往復 キロメートル

宿泊料 泊分

通訳人報馴｜

訳｜
■ 500, 000500, 000

振込先金融機関名

織'1驚駕一
振込先金融機関名

鯉融蕊座
通知‘別離

○○店． 9, 000

訳｜
振込先金融機関縞

支口 座番 号

『~bOdO6Cr;I

B－l烈､切手番号IO …‐ 一‐
店IOQ“

|振込年月日|平成年 月 一
一鋤斐座

通知，別段’
ロ 座番

I _OOOOOO

号預金

種別前記の支給額を領収しました。
平成 年 月

’
一
一
一
一
一

調
日
氏 同|小切手番号’ ○振込年月日|平成 年 月

前記礒給額藍箪喚し競肖た。
⑳

傭 日
氏名 ⑳

｜
ゴニ
ー
‐

備

考(注） 「支給決定｣， 『振込年月日」及び「小切手番号jは，論判所聡員が記載
する。

(注） 「支給決定J, f握込年月日」及び『小切手番号jは,裁判所職員が記載
する。

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による(可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡）。
112
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21100850お客様コードNo NC

平成○○年○月○日

○○地方裁判所 様

》
一

※

東京都千代田区○○○
TEL:03-****-****FAX:03-**ﾈ*-****

〒××寺産〈害入 1234567

毎度ありがとうございます。

下記の通り請求ご請求申し上げます （ 締切分） ※

前回御請求額御入金額 調 整額 差引繰越金額御買上額今回御請求額

273,000 ￥273,000273,000 ￥273,000

|単位I 単 価 ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

伝票日付l伝票No
ロ
叩 番

ロ
叩 名 ｜｜ 数

ql

l型 額 備 考

|本25*250M合成紙製リストバンド12/4 3396 26 260,00010,000

消費税 13,000

l

’

L
’

一※印影のマスキング処理の方法については

形状に沿った形でマスクする。）。

1

印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による(可能な限り印影の －

I
一

‐

Ｉ

1 1 I

113
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囎勤 ③(経理係） ※ （管理係） ※

※印影のマスキング処理の方法については,印影に斜線を引く方法ではなく,印影全体をマスキングする方法による
（可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする｡)。
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所長 事務局長 次長 会計課長 課長補佐

③※ 、※ 、※ ③※ ③ ※

開 札 経 過 調 書

件 名 ○○○の製造

日 時 平成○○年○月○○日 （月） 午後3時30分

場 所 ○○地方裁判所中会議室

予定価格(A)
申一一一一I■q■‐4■q■U■1■q■q■q■1■q■q■＝q■｡■ﾛ■｡■や

入札番記敏金額
との比較金額

調査基準価格
■｡q■ーロー■q■U■ー｡■I■4■｡■l■｡■幸一｡●ー‐■

調査基準価格の
100/105に

相当する金額

落札者の

入札書記載金額
(B)

落札金額
(C)

予定価格
との差額
(A)-(C)

36,288,000円
ローーロＦｑｒ－“

ロー
ト

一一一ロロ・一。
▲

一一
ｑ
一一一一一幸毎つロロ

(34,560,000円）

21,772,800円
伊

Ｐ

■⑤1■■､ ■■ロ1■‐■1■d■■P■4■｡｡●つ■Dロ●つ■b q

も
り
４
１
８(20,736,000円）

25,100,000円

税1,255

26,355

,

，

000円

000円

『

■

9,933,000円

ｲ 1

参加業者名 第 1 回 第 2 回 第 3 回 備 考

㈱○○○○○○ 40,312,500円

㈱○○○○ 25, 100,000円 落札

㈲○○ 33,877,340円

(開札立会者）

㈱○○○○○○ ・ ○○○O:

㈱○○○○ ○○O○！

㈲○○ ○○○○

会計課課長補佐 ○○○○

会計課用度係長 ○○○○

会計課用度係 ○○○○

起案平成○○年○○月○○日 （月） 会計課用度係 ③ ※

落札率 72.63％ 予定価格調書作成平成○○年○○月○○日 （水）
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■ ■ー

名簿
番号
所 管
裁判所名

所管裁判
所ｺード

氏名
氏 名

ふりがな
生年月日

性
別 住所 ．

所属裁判所
(1)
所属裁判所
(2)

規則71の

指定裁判所
等

職業等

職
菜
分
類

職
菜
細
分
類

最終職歴
新任等
任命年月日

指
定
事
件
数

退職時

裁判所等
備考

1 OO aa99 ○○○○ OOOO S0．00 男 『OO市001一1－1 ○○簡 ○○地 本庁 大学教授(○O大学エ学部建築学科） 4 ア H10.8.1 8

2 ○○ aa99 ○○○○ ○○○0 s0.0.0 女 'O0市OO2-2-2 ○○簡 ○○地 本庁 税理士（○○会計事務所） 3 イ H8.10.1 5
h J卑七 T 凸 ■

3 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ SO.○.O 女 ○○市003-3-3 ○○簡 ○○地 本庁 司法客士(○○司法番士事務所） 3 オ H12.4.1 12

4 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0．0.○ 男 ○○市004－4－4 ○○簡 ○○地 本庁 無職 16 団体職員(○O県信用組合> ' H20.4.1

5 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0．0．0 男 00市005-5-5 ○○簡 ○○地 本庁 会社員㈱○○○） 9 ア H22.4.1

6 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0．0．0 男 OO市006=6-6 ○○簡 ○○地 本庁 医療法人理事 8 イ H22.4.1
I 5？

7 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0．-0.0 女 OO市007－7－7 ○○簡 ○○地 本庁 歯科医院事務 17 H22.10.1 10

8 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S.0．0.0 女 .0O市008-8=8 ○○簡 ○○地 本庁 翻訳粟 17 H16.4.1 5
L 甲

9 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0d0.0 男 OO市009-9～9 ○○簡 ○○地 本庁 英鱈塾経営 17 H12.4.1 12
じ

10 ○○ aa99 ○○○○ OO○○ sOdOO
■

女 0O市OO1－10－10 ○○簡 ○○地 本庁 書道教室教師 17 H20.4.1

ー 〃

10

■ ■ 司 守 b色

11 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S､0．．0．0 男 O○市○○1-11-11 ○○簡 ○○地 本庁 無職 16 公務員(O0市役所） H22.10.1 11

12 ○○ aa99 ○○○○ ○○○○ S0.0.0 女 ○○市OO1=12-12 ○○簡 ○○地 本庁 無職 16 教員(OOi高等学校） H22.4.1 7
巳 ■ q

｡ ，

13 ■■■■■■■■ ■■■ ｰ■ ▲ 一 ’一 ■■■ I 生一

14 ＝． ■ U■■ ■■■
〆且 戸
＝

1 タX
15 ＝ロ

U■

E ヨ 君 T 9
『
［

16 閂ｰ ー己 0 曰
酉

H
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 割 3F
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労働審判員名簿

○○年○月任命労働審判員名蝉【労働者側｡○○地裁分】 発余祭月日__累成00年0月1日 担薗母体日本労働組合駆連合会

平成○○年○月任命労働審判員名簿【使用者側･○○地裁分】 発令年月日平皮00年O且1日 推国母体 （－社)日本経溺団体連合会

116

川
替
号

卿
勤
務
庁

側
氏
名

州
フ
リ
ガ
ナ

卿
性
別

燗
生
年
月
日

(7駐 所

側
勧
業
等

伽
勤
務
耐
蝕

“勤務先名称

0，連絡先

竜鱈番号 FAX番号 e…iI

幽
公
瞳
の
経
験
の
有
無

咽
勤
務
先
業
種

“
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瓜
上
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団
体

蝿
勤
務
先
の
規
棋

使用
］

■

Ⅱ

■

■

Ｆ

■

胴
動
研
先
導
で
の
身

分
．
地
位

蘭のみ
入

叩
人
事
・
労
務
担
当
者

歴
《
通
算
年
月
）

労働者
1E

例
所
属
す
る
労
働
組
合

等
で
の
地
位

期のみ

入

脚
労
働
組
合
執
行
婁
員

歴
（
通
算
年
月
》

や守巧Br”

状

Ｊ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ａ

労
働
大
学

可唾rP

児

通
侭
幽
座

そ
の
他

剛
再
任
者

四
倒
考

A加･･唖11

唖｡｡…I

3．．11

3．．11

0000

0，00

000，

0000

男

女

S0．0．0

S0．0－0

【】ロ県｡□雨｡【〕日TT－T I

0，凧｡【】雨[】r]町T一堂 ， ． I，

E

A

O皿捧，

O○労働組合． 。

OOOO

0000 OOOO。

OOOO

OOOO

B

M

，

P

C . ’

D l

E

F

C､

C

分局四

11.10

0

0 、

OODO

A20.･唾I』

《以下省略）

3口・’1 0000 0000 里 S0．0．0 【】【】鴎【］回雨nnErl－且 ロ E lA ○○唖、翻合 OOoO 0000 0000 M G C lA C 15“ 0 00，0、 、

叩
書
号

蝉
勤
務
庁

細
氏
名

叩
フ
リ
ガ
ナ

㈱
性
別

姉
生
年
月
日

(7駐 所

㈱
画
案
等

勤
務
形
鯉

“勤涜先名称

u､連絡先

電鰭醤号 FAX番号 ●一函N

皿
公
職
の
経
触
の
有
無

”
勤
務
先
業
柤

咽
所
属
上
錦
団
体

脚
勤
務
先
の
規
槙

使用者側のみ
紀入

胴
勤
務
先
等
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・
労
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担
当
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医
（
通
算
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卿
所
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す
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労
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組
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等
で
の
地
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閲のみ
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労
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執
行
婁
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歴
（
通
算
年
月
）

再寺､■戸

状

Ｊ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ａ

労
働
大
学

■汀ー『P

R

通
煙
鯛
座

そ
の
他

剛
再
任
者

画
備
考

日釦口･”11

日加･･唖21

・・61

・・11

0000

0，00

0000

0000

隅

里

S0．0．0

SO－O－D

｡⑥里、、帝nnl－もローT ロ

、n室、n南、n羽－3－ウ 1

A I

B I』

A

A

【拝】OODO

【】｡｡[〕I窪】 ．

0000

O⑥00

0000

0000

OOOO I

OOOO I

D I

M 1

N i

D

IA， ． ． I

A I

、-- I

E I

C．

p；

”、、

7回3

0

0

OOOO

B20･･唾I」

(以下省略）

ﾛ・’1 ． 0000 000， 男 S○.0．0 、n■nn語、、釘一石一垂 I 1 1 酵 【社】0000 ‐ 0000 IC l G IB IA IC 16“ 0 0000 ． ．
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労働審判員名簿の「(8)職業等」欄， 「⑫公職の経験の有無」欄， 「(13)勤務先業種」

欄及び「(21)再任者」欄における記載内容説明書

標記の欄に記載されている記号の意味は次のとおりである。

1 「(8)職業等」欄

（1） 下表に従い，任命日現在かつ現実の職業（例えば，派遣社員の場合は派遣

先の職業）を記号で記載している。

（2） 同日現在，無職の者は，本欄には「I」を記載している。

（3） 労働組合専従者については,在籍専従の場合は在籍している職業の記号を，

離職専従の場合は「D」あるいは「E」を記載している。

117

記号 職業名 備 考

A 会社役員

B 会社員（正社員） 役員を除く。

C 会社員（正社員以外） 〃

， 団体役員

E 団体職員（役員除く）

F 個人事業主 法人格なし

G 国家公務員

H 地方公務員

I 無職

』 その他



「⑫公職の経験の有無」欄

下表に従い，公職の経験の有無を記号で記載している。

2

「(13)勤務先業種」欄

｜ 下表に従い，勤務先の業種を記号で記載している。

無職の者は，退職時のものを記載している。

在籍専従者は，在籍している勤務先の業種を記載している。

離職専従者，労使の各業種別の団体職員等は，対応する企号

載している。

１

対応する企業

3

１
１
１

１
２
３
４

１
１
１
１ 等の業種を記

118

記号 公職名 備 考

A 労働委員会委員（現） 中央，地方を含む。

B 労働委員会委員（元） 〃

C 調停委員（現） 民事，家事を含む。

， 調停委員（元） 〃

E 司法委員（現）

F 司法委員（元）

G 民生委員（現）

H 民生委員（元）

I 審議会委員（現）

』 審議会委員（元）

K その他（現） 公職名を備考欄に記載

L その他（元） 〃

M 経験なし



4 「(21)再任者」欄

再任者である場合には， 「○jを記載している。

119

記号 業 種 備 考

A 農業，林業，漁業

B 鉱業

C 建設業

， 製造業

E 電気，ガス，熱供給，水道業

F 情報通信業

G 運輸業

H 卸売，小売業

I 金融，保険業

』 不動産業

K 飲食店，宿泊業

L 医療，福祉

M 教育，学習支援業

N サービス業

○ 公務

P その他（複数） 複数業種の場合等

Q その他（その他） 業種を備考欄に記載
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平成○○年（△）第○○○号等

裁判員候補者選定録

被 告 人 氏 名

被 告 事 件 名

選 定 日 時

選 定 場 所

立ち会った検察官

立ち会った弁護人

選定すべき裁判員候補者数

選 定 方 法

選定された裁判員候補者

そ の 他

○○○○

殺人

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分

当裁判所

○○○○

○○○○

○○人

裁判員候補者名簿管理システムによる

別添被選定者名簿のとおり

立ち会った検察官及び弁護人からは，異議などは出

されなかった。

平成○○年○○月○○日

○○地方裁判所

○勘
※

(選定事務担当者裁判員調整官○○○

※印影のマスキング処理の方法については，印影に斜線を引く方法ではなく，印影全体をマスキングする方法による

(可能な限り印影の形状に沿った形でマスクする。 ） 。
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*情報公開（司法行政文書開示）手続に初めて携わる方へ＊

◆情報公開（司法行政文書開示）手続とは

開示申出時点（①）において，裁判所が保有する司法行政文書（②）を，あるがままの状態で
開示する（③）手続

①開示対象文書の時的基準

開示対象となるのは,原則として，開示申出時点で保有している文書である（法2条2項柱書参照)。

→6頁総論編4「開示対象文書の時的基準」参照

Ｌ一一一一一一一一一一一ｂＣ－藍一合一一幸■》《一一》■幸。”一ＰＣ一一◇一》一一一一一一一一一《一一一一一一 一時一今》一一◇一一一

②ヨ,去行政文害

司,去行政文書とは「裁牛｣所の職員が臓務上作成し又は取づしこロ， 1コ事務に関する文書，図
画及ひ亀磁的記録てあって裁半｣所の職員が組織的に用いるものとして裁半U所が保有しているも
の」をいう（取扱要綱記第1）

→1頁総請編1 「司,去行政文害」参B
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◆主な不開示情報（マスキングを要する情報）（取扱要綱記第2の2）

､D個人識別情報（法5条1号参′"、

貝体例個人の氏名，生年月日

→10頁総諭編6「法5条1号6 日辛h

②法人等の利益侵害情報（法5条2号イ参照)，事務支障情報（法5条6号参照）

具体例：法人等の印影（2号イ)，裁判所内のメーリングリストのアドレス（6号)，入札経過調書

や開札経過調書中の「予定価格」（6号□）

→17頁総論編7「法5条2号から6号までの不開示情報について」参照

◆グローマー拒否（存否応答拒否）とは
開示の申出があった司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示する
こととなるときは，当該司法行政文書の存否を明らかにしないで，開示しないことができる（取
扱要綱記第5，法8条参照)。

具体例：「私が被告となっている民事事件に関して作成された司法行政文書の開示を求める｡」との
申出への対応

（※不開示である旨を回答するだけで，申出人の個人識別情報を開示することとなるため｡）

→20頁総論編8「グローマー拒否」参照

※保有個人情報開示手続であれば，申出人本人に係る情報を開示できる場合があるため，申出人本
人に係る情報の開示に関する相談を受けたときは，保有個人情報開示手続の教示を行うことが適切
である場合がある。



＊窓□において想定される質問事項について＊

Q1 司法行政文書開示手続の際に，必要なものは何か。

A1 開示申出書の提出が必要です。

開示申出害には，①開示申出人の氏名及び連絡先，②開示を申し出る司法
行政文書の名称等司法行政文書を特定するに足りる事項を記載し，開示を申
し出る裁判所の総務課（最高裁においては秘書課）に提出してください（取
扱要綱記第7の1，第6)。
開示申出害の書式は，裁判所のウェブサイトにも掲載しています。

Q2開示してほしい文書の名称が分からないときには，どうすればいいか。

A2:必ずしも文言の正式な名称を記載していただく必要はありませんが，申出
をされる文書と他の文書が区別できるように，記録されている情報の概要，
作成時期等の情報を適育組み合わせて，できるだけ具体的に記載してくださ
い°

また，申出をされた後でも，職員が対象文書の特定のために必要な情報を
お尋ねする場合があります。
→4頁総論編3「開示対象文書の特定」参照

Q3司法行政文書開示手続にかかる費用を知りたい。

A3司法行政文書開示手続では，手数料を徴収することはしていません。ただ
し，対象文書の写しを求める場合は，コピー代等の実費をお支払いいただく
ことになります。

→29頁総論編1 1 「開示の実施等について」参照

Q4司法行政文書の開示の申出をした場合，すぐに開示してもらえるか。

A4原則として30日以内に開示。不開示の判断を行いますが，文書の探索や
不開示部分の検討などに時間を要する場合には，さらにお時間をいただく場
合があります。その場合は，開示期限の延長のお知らせをします。

Q5開示はどのような形で行われるのか。

A5対象文書の閲覧又は謄写をすることができます。
なお，電磁的記録について, USBメモリ等の記録媒体への複写はできま
せんので，予めご了承ください。
→29頁総論編11 「開示の実施等について」参照



Q6司法行政文書の開示の申出を行えば，裁判所が保有している情報を整理して
開示してもらえるのか。

A6司法行政文書開示手続は，裁判所が保有する司法行政文書を，あるがまま
の状態で開示する手続であり，裁判所が保有する情報を整理してご提供する
手続ではありませんので，必ずしもご要望にはお応えできない場合がありま
す。

→30頁総論編12「開示に代わる情報の提供と便宜供与としての情報提供」
参照

Q7訴訟記録について，司法行政文書開示手続を行いたい。

A7司法行政文書開示手続の対象となるのは，裁判所が保有する司法行政事務
に関する文書（司法行政文書）ですので，裁判事務に関する文書である訴訟
記録については，対象となりません。
→1頁総論編1 「司法行政文書」参照

なお，訴訟記録については，訴訟法による閲覧・謄写ができるものもあり
ます。詳細については，訟廷事務室職員がご説明します。

Q8司法行政文書開示手続により，私に閨する訴訟事件についての司法行政文書

を開示してもらえるのか。

A8あなた自身に関する情報の開示をお求めの場合は，司法行政文書開示手続
よりも，保有個人情報開示手続の方が適切な場合があります。
→20頁総論編8「グローマー拒否」参照

ただし，保有個人情報開示手続によっても，刑事事件や少年の保護事件に
係る裁判等に関する情報については，高度のプライバシーに係る情報である
ため，開示できません（平成27年7月1日から実施の「裁判所が司法行政
事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」記第9の1，行政機関個人情報
保護法45条1項参照)。
保有個人情報の開示申出には，開示申出書を提出していただくほか，免許
証等の本人確認書類の提示・提出をしていただく必要があります。



＊司法行政文書開示手続フローチャート＊（※1）

司法行政文書か否か

裁判事務に関する文書裁判事務に関する文書判事務に関する文書 司法行政文書司法行政文書司法行政文書

グローマー拒否とすべき事案か グローマー拒否とすべき事案か（※2）

e×.A(特定個人）が当事者となっている事件の事件簿ex.私に対して発付されだ逮捕状
ex.私が総務課に電ex.A(特定個 れた民事判決書 話した際の電話聴取薑

NOYES

開示文書は特定されているか

⑮ラ YES

I唖廼補正依頼

開示対象文書の探索

補正なし

千
辱亟

不開示情報の確認

不開示情報
なし

不開示情報

あり（

グローマー

拒否

（※3）

グローマー

拒否的

手続対象外
不特定手続対象外

全部開示一部開示

(※．5）
不開示（※5）

※1 このフローチャートは一般的なフローであり，個別の申出内容によっては，これに当てはまらないものもあり得る。

※2開示対象文書を特定した後に，グローマー拒否の検討を要する場合もある。

※3補正を促し，保有個人情報の開示申出に補正させることが望ましい場合もあることに留意する(20頁総論編8を参照)。

※4文書が存在しない場合としては，①文豐を作成又は取得していない場合，②文蜜を作成又は取得した後に廃棄した場合，
③短期保有文書として作成又は取得する可能性がある文書で，短期保有文書については保存や廃棄の記録がないことによ
り，そもそも作成又は取得していないのか，作成又は取得した後に廃棄されたのか判然としない場合がある。

※5 （不）開示通知書への不開示の理由の記載例は， 22頁総論編9を参照

不存在

(不作成･廃棄済）

（※4）


